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	寄附金について
寄附金の概要 国立大学等において、学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、企業や個人の皆様から受け入れる寄附金及び有価証券です。 寄附者は、研究目的や研究者等を指定し、また、寄附名称に寄附者の名称を付すことができます。しかし、見返りとして研究成果の享受や会計検査の実施などの条件が付されているものは受け入れできません。 本学では、寄附金のお申込みを随時受け入れています。受け入れた寄附金は、学術研究の環境整備、厚生補導支援、国際交流等に活用し、その成果を通じて広く社会の発展に貢献しています。 寄附の条件 受け入れにあたって寄附者が付することの可能な条件は下記のとおりです。 ※教育または学術研究上支障がある条件は受け入れできません。※教員等が職務上の教育研究に対する寄附を受けた場合（財団等の研究助成が採択された場合も該当します）は、当該教員等は改めて本学に寄附します。 税制上の優遇措置 寄附金は国に対する寄附ということで、法人税法、所得税法による税制上の優遇措置が受けられます。 寄附者が法人の場合 寄附金の全額が損金に算入され、税金はかかりません。 寄附者が個人の場合 「寄附金額(総所得額の40/100を限度)-2,000円」まで所得控除できます。 受入れまでの手続き 寄附金取扱細則 寄附金申込書 お問い合わせ先
	規則集（学内向け）
第01章 通則・学則 第02章 管理運営 第03章 総務 第04章 人事 第05章 財務 第06章 施設 第07章 教務 第08章 学生 第09章 研究・連携・国際交流 第10章 附属図書館・情報 第11章 スポーツイノベーション推進機構・学内共同教育研究施設等 第12章 申合せ事項等

